
号

外

一�
令

和

四

年

一

月

四

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
一
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
一
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
十
七
条
の
三｣

を｢

第
三
十
七
条
の
二｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
三
を
削
る
。

第
四
十
四
条
の
五
第
三
号
中｢

指
定
代
理
納
付
者
に｣

を｢

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に｣

に
、｢

当
該
指
定
代
理
納
付
者｣

を｢

当
該
指
定
納
付
受
託
者｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
会
計
規
則(

以
下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

第
三
十
七
条
の
三
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
同
条
後
段
及
び
旧
規
則
第
四
十

四
条
の
五
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

( ) 令和４年１月４日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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週

(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
一
月
四
日
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四
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発
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岐
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二
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目
一
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発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


